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１．和光市都市計画マスタープランについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．和光市都市計画マスタープランの構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

資料２ 

■目的 

都市計画法第 18 条の 2 の規定に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針（市町村マスター
プラン）」を定めるもの。和光市では 2001（H13）.12 に策定し、2014（H26）.7 に改訂しており、今
回、和光市を取り巻く社会情勢の変化や課題を踏まえて見直す。2022（R4）.3 策定予定。 

■位置づけ・役割 

埼玉県の総合計画との整合を図るとともに、埼玉県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の
方針（和光都市計画区域マスタープラン）」と和光市の基本構想である「第五次和光市総合振興計画」に
即し、和光市が目指す都市づくり分野における総合的なまちづくりの方向性を定めるもの。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和光市都市計画 

マスタープラン 

各個別施策の推進 
和光市の 

都市計画の運用 
埼玉県の 

都市計画の運用 

市個別計画 
和光都市計画区域 

マスタープラン 

2017（H29）.1 策定 

埼玉県総合計画 

まちづくり埼玉プラン 

2018（H30）.3 策定 

第五次和光市 

総合振興計画 

2020（R2）.9 策定 

即す 

即す 

■見直しにあたっての都市づくりの視点・考え方 

①新型コロナ危機を契機に生じた変化（都市機能、都市交通、オープンスペース、データ・新技術等） 
②頻発・激甚化する自然災害への対応（特措法一部改正：安全で魅力的なまちづくりの推進） 
③将来都市像「みんなをつなぐワクワクふるさと和光」の実現 
④SDGs を意識した取組み（レジリエントで持続可能な都市基盤の構築など） 
⑤市⺠意向調査（市⺠生活の目標像実現にあたっての基礎調査）              など 

■策定の流れ 
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■全体構想（都市づくりの基本方針） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②分野別の都市づくり方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ポイント】 

交通：目指すべき都市構造・暮らしの
実現手段として、「基盤施設」だけで
はなく「モビリティ」も検討 

みどり：従来の保全的視点のみではな
く、まち・暮らしの質を高める視点
から、積極的に活用を検討 

住・防災：市⺠意向調査等を踏まえ、
和光市らしく、地域特性を踏まえた
安全安心な住環境の形成 

①都市ビジョン（まちづくりの基本理念） 

総合振興計画に即して、基本理念、
将来都市像、将来都市構成について定
める。将来都市構成では、「都市の骨
格構造【拠点と軸】」「都市的土地利用
と自然的土地利用【ゾーン】」を位置
づける。 

土地利用 

土地利用方針（住・商・工・農） 

都市施設 

交通、公園緑地、公共下水道、河
川、生活関連施設 

都市環境 

自然環境・農地、環境負荷軽減 

都市景観 

景観軸、拠点、ゾーン、みどり 

都市防災 

避難路・避難場所、防災・減災対

策、水害予防 

第五次和光市総合振興計画で掲げられている 

描く未来の実現に向けた基本戦略 

■地域別構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの動向に合わせて、和光市域の中にまちづ
くりエリアがサツキの花のように生み出され、それぞれ
の地域が活性化していくことにより、市域全体に広がる

まちづくりの方針・ビジョンの策定を目指す。 

基本戦略に位置づけられている「和光市駅周辺、市庁舎

周辺、和光北インターチェンジ周辺」など 

第五次和光市総合振興計画に基づく９地区（小学校

区）を基本に地域区分を検討 

生活関連施設や地域資源、周辺とのつながり等の地域
特性を踏まえた地域区分 
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３．見直しの主な視点（都市ビジョン検討の方向性） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第五次和光市総合振興計画および現行計画をベースと
して、都市ビジョン（まちづくりの基本理念）について下
記に整理。 
■基本理念（案） 

 

 

 

 

 

 

■将来都市像（案） 

 

 

 

 

 

 

みんなをつなぐ 

ワクワクふるさと和光 
 

いろんな人やモノゴトがつながる中で 

期待と愛着を感じられ、住んで良かったと 

みんなが思える和光市を目指す 

より安心、より快適なまちづくり 
－ みどり豊かな和光らしさを求めて 

 

視点① 「より安心」なまちづくり 

視点② 「より快適」なまちづくり 

現行計画における 

全体都市構成図 

■都市フレーム（将来人口） 【和光市人口ビジョンより】 

 

2020.1.1 時点で約 84,000 人である人口が、第五次和
光市総合振興計画終了年の 2031 年には約 90,000 人に
なると見込まれている。人口ビジョンで示す 2045 年に
は約 95,000 人と推計されている。 

また、小学校区別の推計結果では、白子小学校区、新
倉小学校区、第三小学校区及び北原小学校区において人
口が増加すると予測されている。一方、第四小学校区で
は人口が減少すると予測されている。 

 
 
 

総人口の推計 
小学校区別人口の推計 小学校区別人口の増減 

増 

増 
増 

増 

減 

微増 

微減 

微減 

微増 

■将来の都市構成 

①都市の骨格構造 【拠点と軸】 

・まちの中枢的都市機能を担う核となる拠点と、生活を支援す
る身近な拠点をバランスよく配置し、きめ細かな生活支援機
能を展開する。 

●タウンコア（商業・業務拠点）：和光市駅周辺部 
●シビックコア（行政・文化拠点）：市役所を中心とした公共施設

が集積するエリア 
●リフレッシュコア：和光樹林公園、荒川河川敷運動公園及びア

ーバンアクア公園 
②都市的土地利用と自然的土地利用【ゾーン】 

・まちの資源（交通・みどり・住宅地・賑わいなど）を活かした、
エリア特性ごとの特徴的な暮らし方のイメージとそのために
必要となる空間像を定義する。 

⇒市内を一面的に捉えず、建物の集積度、みどりの濃さや主要
なモビリティなどに応じて、各々の特徴を活かした暮らしや
都市活動のための空間像を定義する。 


